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令和４年に調査した事業場の 7 割に法令違反 
～２年連続で違反率が増加～ 

 

鹿児島労働局（局長 中所 照仁）は、令和４年に、管内の労働基準監督署（鹿児島､川内､

鹿屋､加治木､名瀬）が実施した立入調査※１の結果を取りまとめましたので、公表します。 

【令和４年の立入調査結果(概要)】 

○ 立入調査を実施した 1,390 事業場の 72.7％で何らかの労働基準関係法令（労働基

準法、最低賃金法、労働安全衛生法など）の違反が認められました。【図 1】 

○ 主要事項としては、 

・ 安全基準（危険な作業、危険な機械の使用など）     337 件（33.3％） 

・ 労働時間関係（36 協定のない時間外・休日労働など）261 件（25.8％） 

・ 割増賃金（賃金不払残業など） 174 件（17.2％） 

の違反が多く認められました。【図 2】 

○ 業種別では、保健衛生業 77.9％、製造業 76.7％、建設業 73.2％、運輸交通業 70.8％、

商業 67.6％などとなっています。【図３】 

   

○ 使用停止等命令※２などの行政処分を 63 件行いました。【図 4】 

○ 重大・悪質な法違反等があったとして、6 件（労働安全衛生法違反事件 4 件、告訴

2 件）を鹿児島地方検察庁に書類送検※3しました。【表 2】 

鹿児島労働局の労働基準監督署では、管内状況や労働基準監督署に寄せられる情報など

から、労働時間、賃金支払い等の労務管理や安全衛生管理等の労働基準関係法令上の問題

が認められる事業場に対して立入調査を実施しています。 

働き方改革関連法が順次施行されており、令和 6年 4月には、時間外労働の上限規制が

猶予されている医師、自動車運転者、建設業従事者、砂糖製造業への適用が予定されてい

ます。管内の労働基準監督署においては、働き方改革関連法の施行に伴って改正された労

働基準法等の内容（年次有給休暇の取得促進や時間外労働の上限規制など）の説明を希望

する事業場に対しては、直接事業場を訪問して、「労働時間相談・支援※4」を行っており、

令和 4 年は、140 事業場を訪問しました。引き続き、関係法令の周知を行ってまいります

ので、最寄りの各労働基準監督署にお問い合わせください。 
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【照会先】 

鹿児島労働局労働基準部監督課 

監  督  課  長   篠田 雅史 

主任監察監督官  渡邉 光広 



 

鹿児島労働局・労働基準監督署では、今後とも適切な労務管理が実施され、働く方が安

心して安全に、そして健康で働ける労働環境を確保するために引き続き各種取組を行って

まいります。 

 

 

 

 

  



 

【用語説明】 

※1「立入調査」 

労働基準監督官は労働基準法第 101 条などの規定に基づき、事業場等を訪問し

て、関係書類や機械・設備などを確認したり、関係者から聞き取りを行うなどして

法定労働条件が守られているか確認を行っています。（「監督指導」とも言います。） 

管内状況や労働基準監督署に寄せられる情報などに基づいて計画的に立入調査を

実施しています。また、労働災害の発生を契機として実施したりもしています。 

また、立入調査の結果、法令違反が認められた場合には、その事項を改善するよ

う是正を勧告します。（行政指導） 

 

※2「使用停止等命令」 

労働基準監督官の立入調査の結果、施設や設備等が定められた安全衛生基準に違

反し、労働者に窮迫した危険が生じる場合等において、その使用や作業の停止、変

更その他必要な事項を命ずる行政処分です。（労働基準法第 96 条の 3、労働安全衛

生法第 98 条） 

 

※3「書類送検」 

法違反が是正されない場合や法違反が度重なる場合、法違反を原因として重大な

労働災害を発生させた場合などに、司法警察権限を行使し、検察庁に書類送検して

います。（労基法第 102 条、安衛法第 92 条など） 

 

※4「労働時間相談・支援」 

「働き方改革」に取り組みたい中小企業・小規模事業者に対して、各労働基準監

督署の「労働時間相談・支援班」が事業場を訪問して、改正労働基準法の施行に関

する次のようなお悩みについて解決策を提案するなどしています。 

【相談例】 

・ 時間外・休日労働協定（36 協定）の作り方や手続きを教えてほしい 

・ 労働時間を短くするいい制度がないか教えてほしい 

・ 上限規制に対応した労働時間管理について、やり方を教えてほしい 

・ 助成金を活用して就業環境を良くしたいので、どのような助成金があるか教

えてほしい 

 

 

  

「労働時間相談・支援」は、改正労働基準法の施行に関する周知を目的に、

事業場からの相談に対してきめ細やかな相談・支援を行うもので、上記の立

入調査とは異なり、法定労働条件が守られているかを確認して、行政指導（是

正を勧告）することはありません。 



 

【令和 4 年の立入調査結果（詳細）】 

 

１ 立入調査の実施結果【図１】 

令和 4 年に立入調査（監督指導）を実施した 1,390 事業場のうち、72.7％（1,011 事

業場）で何らかの労働基準関係法令（労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法）の違

反が認められました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴  主要事項の違反状況【図２】 

労働基準法では労働時間（36 協定を届け出ずに時間外労働・休日労働を行わせてい

るなど）261 件（25.8％）、労働安全衛生法では安全基準（危険な作業を行わせる、危

険な機械を使用させているなど）337 件（33.3％）が最も多い違反事項でした。 
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図１．立入調査実施事業場数及び違反状況（過去5年）
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図２．主要事項の違反状況
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主な法令違反の例（令和 4 年）【表１】 

【労働基準法関係】 

労働時間・休日 
 

労基法第 32 条・ 

第 35 条・第 40 条 

・時間外労働・休日労働に関する協定（36 協定）を締結し、それ

を労働基準監督署に届け出ることなく、法定労働時間を超えて、

又は法定休日に労働させている。 

・36 協定の限度時間を超えて、時間外労働を行わせている。 

割増賃金 

（ 労基法第 37 条 ） 

・時間外労働・休日労働・深夜労働に対し、法定の割増賃金を支払

っていない。 

・割増賃金の算定基礎に、資格手当や精皆勤手当を含めていない。 

労働条件の明示 

（ 労基法第 15 条 ） 

・労働契約を締結する際に、労働時間や賃金に関する事項を書面交

付により明示していない。 

・有期労働契約を締結する際に、契約更新の基準（更新の有無等）

を書面交付により明示していない。 

就業規則 

（ 労基法第 89 条 ） 

・常時 10 人以上の労働者を使用しているのに、就業規則を作成又

は変更した場合に労働基準監督署に届け出ていない。 

賃金台帳 

（ 労基法第 108 条 ） 

・賃金台帳に労働日数や時間外労働時間数を記入していない。 

・賃金台帳を３年間保存していない。 

 

【労働安全衛生法関係】 

安全基準 
 

安衛法第 20 条 

～第 25 条 

・機械の原動機や回転軸等の労働者に危険を及ぼすおそれのある

箇所に覆いを設けていない。（使用停止等命令処分） 

・高さが２メートル以上の高所で労働者に作業を行わせるにあた

り、手すり等の墜落防止措置を講じていない（使用停止等命令処

分）。 

健康診断 

（ 安衛法第 66 条 ） 

・常時使用する労働者に対し、１年以内ごとに１回、定期に健康診

断を実施していない。 

・有害物を取り扱ったり、高温等の特殊な環境下で業務に従事する

労働者に対し、特殊健康診断を実施していない。 

安全衛生管理体制 
 

安衛法第 10 条～第 12 条、

第 15 条、第 17 条～第 19 条 

 

・常時 50 人以上の労働者を使用しているのに、法定の管理者（安

全管理者、衛生管理者等）を選任していない。 

・常時 50 人以上の労働者を使用しているため、衛生委員会を設け

ているが、委員の構成が法に適合していない。 

定期自主検査 

（ 安衛法第 45 条 ） 

・フォークリフトや建設機械、移動式クレーン等の機械について、

１年以内ごとに１回、定期に自主検査を実施していない。 

特定元方事業者等 
 

安衛法第 30 条・ 

第 31 条 

・関係請負人（下請会社）の労働者に足場を使用させているのに、

足場の基準に適合する措置を講じていない。 

・関係請負人（下請会社）が入る現場において、作業間の連絡調整

が不十分であったり、作業場所の巡視が行われていない。 

 



 

⑵  業種別の違反状況【図３】 

業種別では、保健衛生業 77.9％、製造業 76.7％、建設業 73.2％、運輸交通業 70.8％、

商業 67.6％などとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 使用停止等命令処分【図４】 

機械等に巻き込まれ防止措置が施されていない場合や高所作業で墜落防止措置が施さ

れていない場合など危険性の高い機械・設備などに対して、その場で機械などの使用停

止・変更や作業の停止等を命ずる行政処分を行った件数は 63 件で、そのほとんどが建設

業（38 件）や製造業（14 件）の事業場におけるものでした。 
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書類送検の結果（令和 4 年）【表２】 

  

No. 業 種 概   要 送検年月 

1 
ビルメンテナ

ンス業 

機械の運転停止措置違反 R4.1 

2 
一般貨物自動

車運送業 

賃金不払い（告訴） R4.3 

３ 
その他の 

建築工事業 

労災かくし（労働者死傷病報告書未提出） R4.5 

４ 
その他の 

製造業 

フォークリフトの用途外使用違反 R4.9 

５ 
その他の 

金属製造業 

労働安全衛生法関係（告訴） R4.10 

６ 
機械修理業 フォークリフトの運転に対する危険防止措置義

務違反 

R4.11 
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【資料３】 

 

合同安全パトロール実施要領 

 

１ 実施日時 

令和５年７月７日（金）10:00～12:00（予定） 

 

２ 場所 

鹿児島県鹿児島市城南町（鹿児島新港区） 

 

３ スケジュール 

(1) 09:40     現地集合（鹿児島港湾福祉センター） 

(2) 10:00～10:05 鹿児島労働局長 あいさつ 

(3) 10:05～10:15 現場概要説明 

(4) 10:15～11:30 パトロール 

(5) 11:30～12:00 講評（奄美・沖縄フェリーターミナル） 

 

４ 参加団体等（予定） 

  鹿児島県鹿児島地域振興局、陸上貨物運送事業労働災害防止協会鹿児島県支 

部、港湾貨物運送事業労働災害防止協会鹿児島支部 

  鹿児島労働局、鹿児島労働基準監督署 

 

５ その他 

(1)撮影等の取材を希望される場合は、７月３日（月）17時までに、担当者(労

働基準部健康安全課（勝田 連絡先 099-223-8279）までご連絡ください。 

(2)車でお越しの方は、集合場所の鹿児島港湾福祉センター（鹿児島市城南町

22-1）の駐車場をご利用ください。 

(3)現地では、保護帽(ヘルメット)の着用をお願いします。 

未着用者の入場は固く断りします。 

(4)パトロールの際は、危険防止のため立ち入れない場所がありますので、関係

者の指示に従ってください。 

 

＊ 雨天（小雨）決行いたします。 

 






